
７．就職に関する支援制度

就業相談

就職の相談、生活の不安や悩みごとなど気軽に相談できます。

•相談日：毎週月・火・木・金（祝日•年末年始を除く。）

•相談時間：９：００～１６：３０

•場所 ：〒７０３－８２７８

岡山市中区古京町１－１－１７

岡山県備前県民局古京庁舎３階

•利用方法：面談又は電話

（面談希望の方は、事前に電話でご予約ください。）

•電話番号：０８６－２０１－７２６０

※ご希望があれば、相談日以外の相談も可能ですので、お問い合わせく

ださい。

子育てをしながら働く方々のために、職業相談や求人情報の提供、 就

職支援セミナーなどを行っています。

•開庁日 ：毎週月～金曜日（祝日•年末年始を除く。）

 毎月第１・３土曜日

•相談時間：月～金曜日 ９：００～１７：００

  土曜日 １０：００～１７：００

•場所 ：〒７００－０９０１
 岡山市北区本町６－３６ 第一セントラルビル７階

•利用方法：来所

•電話番号：０８６－２２２－２９０５

以下のマザーズコーナーでも、子育て中の方々のための職業相談を

行っています。

• ハローワーク倉敷中央マザーズコーナー ０８６－４２４－３３３３
• ハローワーク津山マザーズコーナー   ０８６８－３５－２６７３
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●岡山県ひとり親家庭支援センター

●おかやまマザーズハローワーク

Pick ＵＰ

② 高等職業訓練促進給付金

看護師、准看護師、保育士、介護福祉士などの資格を取得す

るために養成機関で１年以上修業する方を対象に、毎月１０万

円（住民税課税世帯の方は７万５００円）を最大４年間支給します。

① 自立支援教育訓練給付金

主に雇用保険の一般教育訓練講座等を受講する方を対象に、

受講費用の６０％（最大２０万円）を支給します。

雇用保険の給付金との併給も可能です。（併給の場合、差額のみ

支給されます。）

③ 高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金（→Ｐ22）

どの制度も、事前相談が必要です。

詳しくは、お住まいの地域の県民局（①、②、

③）や県社会福祉協議会（④）（→Ｐ27、28）へ

お問い合わせください。
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④ 高等職業訓練促進資金等貸付金

（１）高等職業訓練促進給付金の支給を受けて資格を取得する方

に養成機関の入学準備金や就職準備金の貸付をします。

（入学準備金５０万円以内、就職準備金２０万円以内）

（２）自立に向けて意欲的に取り組む就職活動中の方に、賃貸住

宅の住宅支援資金の貸付をします。

（月額上限７万円を１２か月の範囲内で貸付）

資格を身につけて、もっと安定した仕事

に就きたいな……
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